
 

 

 

宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例を制定するについて 

 

令和４年８月１６日と同年９月１６日に、建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律（以下「建築物省エネ法」という。）及び都市の低炭素化の促進に関する

法律（以下「エコまち法」という。）に基づく省令・規則等の改正が公布されまし

た。改正後の省令・規則等に則したものとするため本手数料条例に規定している手

数料の種類等を改正するものです。 

 

記 

 

１．省令・規則等（建築物省エネ法・エコまち法）改正の背景 

 ２０２０年１０月、内閣総理大臣所信表明における２０５０年カーボンニュートラ

ル宣言を踏まえ、経済産業省・国土交通省・環境省が連携した検討会において「脱炭

素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方」がとりまとめ

られました。 

 このとりまとめにおいて、ＺＥＨ（ゼッチ＝ゼロ・エネルギー・ハウス）・ＺＥＢ

（ゼブ＝ゼロ・エネルギー・ビル）の取組拡大に向け、低炭素建築物の認定基準及び

建築物省エネ法の誘導基準における要求水準をＺＥＨ・ＺＥＢ基準に整合させること

とされました。（資料１参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１０月１１日 

建設・水道常任委員会資料 

都市整備部建築指導課 

エコまち法（H24～） 

都市の低炭素まちづくり、低炭素建築物の普及促進 

低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 

省令・規則等改正に 

より、認定申請単位 

及び認定基準を整合 

建築物省エネ法（H27～） 

建築物の省エネ性能の向上 

建築物エネルギー消費性能向上計画 
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２．省令・規則等改正の内容と手数料条例改正の内容 

(1)認定申請単位             手数料条例の改正あり （資料２参照） 

 

 

 

 

 

              

(2)省エネ性能の基準            手数料条例の改正なし （資料３参照） 

(3)再生可能エネルギー利用設備の設置    手数料条例の改正なし （資料４参照） 

 

３．省令・規則等－公布日と規則等名称 

(1)令和４年８月１６日（火）公布 

・建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令 

・建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項の

一部を改正する件 

・建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素

化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する件 

(2)令和４年９月１６日（金）公布 

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令 

・都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 

※改正省令・規則等の施行期日 

・令和４年１０月１日 

 

４．改正条例の施行期日 

 公布の日から 

  

（手数料条例改正の内容） 

別表３（エコまち法関係）・別表４（建築物省

エネ法関係）のうち当該計画の認定申請に係る

【手数料の種類】欄について、認定申請単位の改

正に応じた改正をする。（別添、新旧対照表） 
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用語の定義 
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国土交通省 HP よ り （ 令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ３ 日 公 表 ）  
資 料  １ 
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国土交通省 HP よ り （ 令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ３ 日 公 表 ）  
資 料  １ 
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資  料  ２  
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資  料  ３  
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資  料  ３  
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資  料  ４  
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